
広
島
県
手
数
料
条
例
及
び
広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

 
 

令
和
五
年
七
月
十
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
条
例
第
二
十
三
号 

広
島
県
手
数
料
条
例
及
び
広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

法
律
名 

事
務
の
区
分

手
数
料
の
名
称 

金

額

法
律
名 

事
務
の
区
分

手
数
料
の
名
称 

金

額

宅
地
造 

成
及
び 

特
定
盛 

土
等
規 

制
法
（ 

昭
和
三 

十
六
年 

法
律
第 

百
九
十 

一
号
。 

以
下
こ 

の
項
に 

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

）

法
第
十
二
条
第
一
項
本 

文
及
び
法
第
三
十
条
第

一
項
本
文
の
規
定
に
よ

る
宅
地
造
成
等
、
特
定

盛
土
等
及
び
土
石
の
堆

積
に
関
す
る
工
事
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審

査

宅
地
造
成
等
工

事
の
許
可
申
請

手
数
料 

一

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地

の
面
積
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の 

一
四
、
〇
〇

〇
円

宅
地
造 

成
等
規 

制
法
の 

一
部
を 

改
正
す 

る
法
律 

（
令
和 

四
年
法 

律
第
五 

十
五
号 

）
附
則 

第
二
条 

の
規
定 

に
よ
り 

な
お
従 

前
の
例 

に
よ
る 

こ
と
と 

さ
れ
る 

同
法
に 

よ
る
改 

正
前
の 

宅
地
造 

成
等
規 

制
法
（ 

昭
和
三 

十
六
年 

法
律
第 

百
九
十 

一
号
。 

以
下
こ 

の
項
に 

お
い
て 

法
第
八
条
第
一
項
本
文 

の
規
定
に
よ
る
宅
地
造

成
に
関
す
る
工
事
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審

査

宅
地
造
成
工
事

の
許
可
申
請
手

数
料 

一

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の 

一
二
、
〇
〇

〇
円

二

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地

の
面
積
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の

も
の

二
六
、

〇
〇
〇
円

二

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の

も
の

二
二
、

〇
〇
〇
円

三

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地

の
面
積
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

二
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の

三

八
、
〇
〇
〇
円 

三

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

二
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の

三

二
、
〇
〇
〇
円 

四

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地

の
面
積
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ 

四

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え 



 
 

 

ー
ト
ル
を
超
え

五
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

五

八
、
〇
〇
〇
円 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

 
 

五
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四

八
、
〇
〇
〇
円 

五 

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆 

積
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
五
、 

〇
〇
〇
平
方
メ 

ー
ト
ル
を
超
え 

一
〇
、
〇
〇
〇 

平
方
メ
ー
ト
ル 

以
内
の
も
の 

 

八
二
、
〇
〇
〇 

円 

五 

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
五
、 

〇
〇
〇
平
方
メ 

ー
ト
ル
を
超
え 

一
〇
、
〇
〇
〇 

平
方
メ
ー
ト
ル 

以
内
の
も
の 

 

六
九
、
〇
〇
〇 

円 

 
 

 
六 
切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆 

積
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
一
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ 

ー
ト
ル
を
超
え 

二
〇
、
〇
〇
〇 

平
方
メ
ー
ト
ル 

以
内
の
も
の 

 

一
四
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

六 

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
一
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ 

ー
ト
ル
を
超
え 

二
〇
、
〇
〇
〇 

平
方
メ
ー
ト
ル 

以
内
の
も
の 

 

一
一
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

七 

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
二
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

四
〇
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

 

二
一
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

七 

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
二
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

四
〇
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

 

一
七
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

八 

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
四
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

七
〇
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

 

三
一
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

八 
切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地

の
面
積
が
四
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

七
〇
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

 

二
六
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

九 

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
七
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

一
〇
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の 

四
一
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

九 

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
七
〇
、 

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

一
〇
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の 

三
四
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

十 

切
土
、
盛
土 

又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
一
〇

〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
を 

 
 

 

十 

切
土
又
は
盛 

土
を
す
る
土
地 

の
面
積
が
一
〇

〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

超
え
る
も
の 

五
一
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

四
三
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
法
第
十
六
条
第
一
項
及 

び
第
三
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
宅
地
造

成
等
、
特
定
盛
土
等
及

び
土
石
の
堆
積
に
関
す

る
工
事
の
変
更
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査
（

変
更
に
係
る
部
分
に
切

土
、
盛
土
又
は
土
石
の

堆
積
の
土
地
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
） 

宅
地
造
成
等
工 

事
の
変
更
許
可

申
請
手
数
料 

宅
地
造
成
等
工
事 

の
許
可
申
請
手
数

料
の
金
額
の
欄
に

掲
げ
る
切
土
、
盛

土
又
は
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地
の

面
積
（
変
更
に
係

る
部
分
の
切
土
、

盛
土
又
は
土
石
の

堆
積
の
土
地
の
面

積
を
い
う
。
）
の

区
分
に
応
じ
、
そ

の
お
の
お
の
の
額

と
同
一
の
額 

 

 

法
第
十
二
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
宅
地
造
成

に
関
す
る
工
事
の
変
更

許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査
（
変
更
に
係
る
部

分
に
切
土
又
は
盛
土
の

土
地
が
あ
る
も
の
に
限

る
。
） 

宅
地
造
成
工
事 

の
変
更
許
可
申 

請
手
数
料 

宅
地
造
成
工
事
の 

許
可
申
請
手
数
料

の
金
額
の
欄
に
掲

げ
る
切
土
又
は
盛

土
を
す
る
土
地
の

面
積
（
変
更
に
係

る
部
分
の
切
土
又

は
盛
土
の
土
地
の

面
積
を
い
う
。
）

の
区
分
に
応
じ
、

そ
の
お
の
お
の
の

額
と
同
一
の
額 

 

         

（
広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 
手
数
料
の
名
称 

金

額 

道
路
交

通
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

道
路
交

通
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
講
習 

講
習
手
数
料 

一
―
二
十
六 

（

略
） 

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
講
習 

講
習
手
数
料 

一
―
二
十
六 

（

略
） 

二
十
七 

第
十
五

号
又
は
第
十
六

号
に
掲
げ
る
講

習 
 
 

講
習
一
時
間

に
つ
き 

二
、
○
○
〇
円 

二
十
七 

第
十
五

号
に
掲
げ
る
講

習 
 

 

講
習
一
時
間

に
つ
き 

二
、
○
○
〇
円 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
二
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る 

 
 

日 

（
経
過
措
置
） 

２ 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
本
文
の
許
可
を
受
け
た
宅
地
造
成
工
事
に
係

る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
変
更
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査
（
変
更
に
係
る
部
分
に
切
土
又
は
盛
土
の
土
地
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
手
数
料
に
つ
い



て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  


